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（午前１０時００分 開議） 

議長（土屋 進君） 

 皆様、おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。議事に先立ち、報

告します。監査委員平山茂君から本日所用のため、欠席したいとの届け出がありま

した。ご了承願います。 

 以上で報告を終わります。 

 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

ここで昨日の議案第１号での答弁について、病院事務長より訂正の申し出がありま

すので、発言を許します。 

 病院事務長、海上孝君。 

病院事務長（海上 孝君） 

 それでは、昨日、議案第１号で上程をいたしました東庄町国民健康保険東庄病院

医学生奨学金等貸付条例を制定することについてで、花香議員よりご質問のござい

ました対象者についてですが、原則、東庄町民に限ると説明をいたしましたが、条

例案では、東庄町民と規定されておりませんので、訂正をさせていただきます。 

議長（土屋 進君） 

 日程第１、議案第１２号、平成２９年度東庄町一般会計予算から日程第８、議案

第１９号、平成２９年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算まで、以上８案

を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（土屋 進君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、平成２９年度の東庄町一般会計及び特別会計並びに企業会計、合わせ

て８会計の予算をご審議いただくにあたりまして、予算の編成方針を申し上げます。 

 まず初めに、我が国の経済情勢についてでございますが、平成２９年１月の内閣

府月例経済報告によると、「景気は一部に改善の遅れも見られるが、穏やかな回復

基調が続いて、先行きについては雇用、所得環境の改善が続く中で、穏やかに回復
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していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の

影響に留意する必要がある。」とされております。 

 続いて、国の平成２９年度予算のポイントでございますけれども、「１億総活躍

社会の実現による経済再生」と「経済財政再生計画に基づく財政健全化」を基本と

して編成されております。政府案における一般会計の予算規模は９７兆４，５４７

億円、前年度と比べて７，３２９億円、０．８％の増となっております。 

 歳入のうち税収は前年度と比べ０．２％増の５７兆７，１２０億円、公債金は前

年度と比べ０．２％減の３４兆３，６９８億円となり、税収の伸びにより公債依存

度は低くなっております。 

 また、「平成２９年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度においては、平

成２９年度の国内総生産は５５３兆５，０００億円、名目成長率は２．５％、実質

成長率は１．５％と見込まれております。」。このような状況の中で、当町の当初

予算編成でございますけれども、平成３２年度に開校いたします統合小学校のため

の校舎増築事業や学校給食センター建設に向けた、事前整備事業により前年度を４

億１，０００万円上回る予算編成となっております。 

 また、町商店連盟の東商カードと連携をいたしまして、「地域行政ポイント」を

新設し、町で行う健康診断やイベント等に参加される方にポイントの発行を予定し

ております。その他、平成２９年度を初年度といたします第６次東庄町総合計画や

平成２７年度に策定をいたしました東庄町総合戦略において重点項目としている事

業について、積極的に展開してまいります。このうち東庄町総合戦略で重点項目と

しております結婚、出産、子育ての分野では、子ども、小学生、中学生、高校生等

の医療費無償化、特定不妊治療費の助成、新規事業といたしましては、ファミリー

サポートセンター事業、定住支援補助金、三世代同居住宅補助金などの事業を予定

しております。 

 大枠として、これら計画に基づき、細部の予算編成にあたっては、各事業につい

て経費節減を行い、健全な財政運営を目指す予算を推進してまいります。 

 それでは、平成２９年度一般会計予算の内容について申し上げます。 

 一般会計予算の総額は５２億３，０００万円となり、前年度当初予算と比べまし

て、４億１，０００万円、率では８．５％の増となっております。 

 続いて、主な事業について申し上げます。 
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 総務関係では、防犯対策として、ＪＲ笹川駅や橘駅、役場庁舎や保健センターに

防犯カメラを設置いたします。また、地域活性化事業補助金や創業促進支援事業補

助金について継続して予算化をしております。 

 次に、民生関係では、児童手当や保育事業委託料、地域子育て支援拠点事業に加

え、東庄町総合戦略事業として新規にファミリーサポートセンター事業を予算化し

ております。 

 次に、環境関係でございますけれども、太陽光発電システムなどの住宅用省エネ

ルギー設備設置補助金や合併浄化槽設置補助金を引き続き措置しております。 

 次に、衛生関係でございますけれども、子ども、小学生、中学生、高校生の年齢

までの医療費無料化、特定不妊治療費の助成を計上いたしました。その他、日本脳

炎、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン等の接種費用を助成しております。 

 次に、商工関係では、諏訪神社脇の観光案内駐車場にトイレの新築工事を予定し

ております。また、まちおこし事業への補助金や冒頭にも申し上げました地域行政

ポイントを予算計上いたしました。 

 次に、農林業関係では、さわやか畜産総合展開事業補助金や多面的機能支払交付

金、新規需要米等補助金など、農業への補助を増額して行います。 

 次に、道路整備関係でございますけれども、安全・安心なまちづくり事業として、

利便性の向上、安全な通行の確保のため、引き続き改良舗装工事事業を実施いたし

ます。 

 次に、教育関係でございますけれども、冒頭にも申し上げましたとおり、統合小

学校校舎増築事業、学校給食センター建設に向けた事前整備事業を新規に計上して

おります。その他、幼稚園就園奨励補助金、小中学校の学習介助員、支援員の設置

並びに平成２６年度より行っております学校給食費に対して、一般財源から助成に

ついても継続して行います。 

 以上、主なものにつきまして、申し上げました。 

 続きまして、議案第１３号、平成２９年度東庄町国民健康保険特別会計について、

提案理由を申し上げます。 

 全体の予算規模は、歳入歳出それぞれ２３億９，４８８万１，０００円、前年度

比で７，００９万４，０００円の減額予算となっております。被保険者数の減少及

びそれに伴う国保税及び前期高齢者交付金の減少が主な要因となっております。 



－92－ 

 次に、議案第１４号、平成２９年度東庄町後期高齢者医療特別会計について、提

案理由を申し上げます。 

 平成２９年度予算は歳入歳出それぞれ１億４，４００万９，０００円を見込み、

対前年度比で２１３万７，０００円の増額予算となっております。増額の主な要因

でございますけれども、被保険者の増加に伴う後期高齢者広域連合への納付金の増

額を見込んだものでございます。 

 次に、議案第１５号、東庄町食肉センター特別会計予算について、説明を申し上

げます。 

 食肉センターの収入の基本となりますと畜頭数は前年度と比較して１，０００頭

増の９万１，０００頭を見込んで、歳入総額で１億１，５３３万２，０００円とな

り、約６．６％の増額となっております。 

 一方では、施設指定管理者であります東庄町食肉センター事業協同組合に支払う

委託料として８，４００万円、ボイラー設置更新補助金として５５０万円、財政調

整基金への積立として１，０００万円、一般会計の繰出金として１，０００万円を

計上し、歳出総額も１億１，５３３万２，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第１６号、平成２９年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算に

ついて、提案理由を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，１１３万４，０００円と定めるもの

でございます。前年度と比較しますと、５５万７，０００円、２．７％の増と見込

んでおります。増額の主な要因でございますけれども、人件費の増によるものでご

ざいます。 

 続いて、議案第１７号、平成２９年度東庄町介護保険特別会計予算について、提

案理由を申し上げます。 

 平成２９年度は、第６期東庄町介護保険事業計画３ヶ年度の最終年度にあたりま

す。この計画に基づきまして、予算編成を行っております。 

 歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ１３億２，８３２万円と定めるものでござい

ます。前年度と比較しますと８，５９６万９，０００円、６．９％の増と見込んで

おります。 

 増額の主な要因でございますけれども、保険給付費と地域支援事業費の増による

ものでございます。 
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 続きまして、議案第１８号、平成２９年度東庄町水道事業会計予算について申し

上げます。 

 初めに、業務の予定量といたしまして、前年度末、給水戸数４，０６０戸、年間

総給水量を１４４万立方メートルと見込み、予算編成をいたしました。収益的収入

及び支出予算の収入では４億４，０５３万７，０００円で、前年度と比較しますと

３万１，０００円の減、支出が３億９，３６９万５，０００円で、前年度比５５５

万５，０００円の増となり、４，６８４万２，０００円の黒字編成となっておりま

す。 

 次に、資本的収入及び支出予算では、支出で３，９７１万８，０００円、前年度

と比較し２９３万２，０００円の増額となっております。なお、支出に対して収入

が不足する額につきましては、内部留保資金等で補填することになっております。 

 続きまして、議案第１９号、平成２９年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計

予算について、提案理由を申し上げます。 

 業務の予定量は年間患者数、入院２万１，５３５人、外来３万１８４人を見込み、

予算編成をしております。収益的収入では、収入が１１億６，８５０万６，０００

円、前年度比で１，８７９万円の増、支出が１１億６，３０６万７，０００円で、

前年度比１，８５８万２，０００円の増となり、５４３万９，０００円の黒字編成

となっております。 

 資本的収支につきましては、収入が３，２７０万１，０００円で、前年度比３，

７３０万１，０００円の減、支出が９，７９９万９，０００円で、前年度比２，２

７９万５，０００円の減となっております。 

 なお、支出に対して収入が不足する額につきましては、内部留保資金等で補填す

ることになっております。 

 以上、８会計の新年度予算の編成について概要を申し上げました。詳細につきま

しては、担当課長、事務長より説明をいたします。ご審議の上、可決くださいます

よう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（土屋 進君） 

 総務課長、多部田秀也君。 

総務課長（多部田秀也君） 

 それでは、私の方から議案第１２号、平成２９年度東庄町一般会計予算について、
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ご説明申し上げます。 

 なお、細部につきましては、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定と伺

っておりますので、私からは概要のみを申し上げますので、あらかじめご了承いた

だきたいと思います。 

 それでは、最初、予算書１ページにあります第１条について説明申し上げますが、

説明は予算参考資料により行いますので、予算参考資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 平成２９年度の歳入予算につきまして、款ごとに平成２８年度と比較しながら、

その構成比を示したものでございます。 

 左下の合計欄をご覧ください。平成２９年度の歳入予算の総額は５２億３，００

０万円で、前年度比４億１，０００万円、８．５％の増となっております。 

 まず、１款町税は前年度比２，９０１万２，０００円、２．１％の増で、１４億

２，６９１万１，０００円を計上いたしました。 

 次に、２款地方譲与税は平成２８年度決算見込みと総務省より示された数値に基

づき試算し、前年度比で１６０万円、２％の減となり、７，８８０万円を計上して

ございます。 

 次に、４款配当割交付金は、平成２８年度決算見込みと総務省より示された数値

に基づき試算を行いまして、前年度比１０万円、１．１％増の９６０万円を計上し

ております。 

 次に、６款地方消費税交付金でございます。平成２８年度決算見込みと県の試算

に基づき前年度と同額の２億１，８００万円を計上してございます。 

 次に、８款自動車取得税交付金は、平成２８年度決算見込みと県の試算に基づき、

前年度比４００万円、１７．９％の増を見込み、２，６３０万円を計上してござい

ます。 

 次に、１０款地方交付税です。平成２８年度決算見込みと国の推計数値に基づき

試算をいたしました。前年度と同額の１６億７，０００万円を計上しております。 

 次に、１２款分担金及び負担金でございます。前年度比３２９万３，０００円、

３．２％の減となり、１億８５万円を計上しております。 

 保育所保育料負担金及び学校給食費負担金が減額となったところでございます。 

 次に、１４款国庫支出金は、前年度比１，９５２万４，０００円、５．２％の減、
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３億５，４６７万１，０００円を計上しております。 

 臨時福祉給付金事業費補助金及び学校施設環境改善交付金の減によるものとなっ

ております。 

 続いて、１５款県支出金は４，０５２万５，０００円、１１．９％増の３億８，

１９５万４，０００円を計上しております。子ども・子育て支援交付金や観光地魅

力アップ整備事業補助金の増が主なものとなっております。 

 次に、１８款繰入金は、前年度より１億４，２５０万円、６８４％増の１億６，

３３３万２，０００円を計上しております。 

 平成２９年度は、統合小学校校舎増築事業や学校給食センター建設に向けた事前

整備事業を行うため、財政調整基金より１億４，２２６万５，０００円の繰り入れ

を計上したことによるものです。 

 次に、１９款繰越金は１億１，０００万円を計上しております。 

 最後に、２１款町債は、前年度比２億４，１９０万円、９９％増の４億８，６２

０万円を計上しております。増額の要因は、統合小学校校舎増築事業や学校給食セ

ンター建設に向けた事前整備事業について、学校教育施設等整備事業債を新規発行

することによるものです。 

 続いて、歳出予算について概略を申し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 増減の主なものについてのみ、申し上げます。 

 まず、１款議会費は、前年度比で１７６万３，０００円、２．１％の減、８，３

１０万４，０００円となっております。これは議員年金制度に伴う共済会負担金の

減によるものでございます。 

 次に、２款総務費ですが、総合計画策定業務、公共施設等総合管理計画策定業務、

固定資産台帳整備業務が終了したことによりまして、６，３１４万９，０００円、

９．４％減の６億６２２万２，０００円を計上してございます。 

 次に、３款民生費、５，８１４万３，０００円、４．１％増の１４億８，７２７

万２，０００円を計上しております。 

 自立支援給付費や保育事業委託料が増になったことによるものでございます。 

 次に、４款衛生費は、３，２０９万１，０００円、５％増の６億７，１５５万４，

０００円を計上してございます。主な要因は、香取広域市町村圏事務組合負担金、
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塵芥処理分ですけれども、これの増によるものとなっております。 

 次に、５款農林水産業費では、さわやか畜産総合展開事業補助金や飼料用米等、

流通加速化事業補助金といった農業関連補助金の増などから、１，４８４万７，０

００円、６．６％増の２億３，８２８万７，０００円を計上してございます。 

 次に、６款商工費では、新規事業の観光案内駐車場トイレ新築工事により、２，

７１８万３，０００円、３６．４％増の１億１７８万４，０００円の計上でござい

ます。 

 次に、７款土木費では、町道舗装補修工事や町道排水整備工事の減によりまして、

２，１２９万９，０００円、４．６％減の４億３，７８４万７，０００円を計上さ

せていただきました。 

 次に、８款消防費でございます。常備消防では減額、非常備消防で増額となって

おります。全体では４７１万３，０００円、１．７％減の２億６，７６４万４，０

００円を計上してございます。 

 次に、９款教育費は、統合小学校校舎増築事業や学校給食センター建設に向けた

事前整備事業の増によりまして、３億５，５０１万４，０００円、７０．１％増の

８億６，１２９万６，０００円を計上してございます。 

 次に、１０款災害復旧費は、事務費のみの計上でございます。２８年度と同額、

３万８，０００円を計上させていただきました。 

 次に、１１款公債費は、１，１１４万６，０００円、２．５％増の４億５，０８

５万２，０００円を計上してございます。 

 平成２８年度末では新規借り入れが３件、償還終了が５件となり、起債件数は７

９件となる見込みでございます。 

 以上、歳出予算の総額は、５２億３，０００万円、前年度比４億１，０００万円、

８．５％の増となったところでございます。 

 なお、右側の円グラフは、目的別歳出予算の款ごとの構成比を表したものでござ

います。後ほどご参照いただければと思います。 

 続いて、３ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算について、

性質別に前年度と比較したものでございます。 

 まず３ページ左側の表、大きな１番の消費的経費のうち①の人件費、これは前年

度比で４，４８５万７，０００円、５．２％の減でございます。８億２，０９３万



－97－ 

４，０００円を計上してございます。予算計上職員数は前年と同じですが、職員１

０人の退職と新規採用による新陳代謝による減額となったものでございます。 

 ②の物件費は、１，７２０万１，０００円、２．４％増の７億２，５６３万７，

０００円となっております。学校給食センター設計業務委託料の増が主な要因とな

っております。 

 ③の維持補修費では、庁舎等修繕料の減によりまして、４１１万９，０００円、

１５．６％減の２，２２２万９，０００円となっております。 

 ④の扶助費では、２，２８７万１，０００円、３．４％増の７億２９６万６，０

００円となっております。主に自立支援給付費や保育事業委託料の増によるもので

ございます。 

 ⑤の補助費等では、香取広域市町村圏事務組合塵芥処理分ですけれども、負担金

が増加となりましたことで７，１０１万４，０００円、６．６％増の１１億５，３

５８万６，０００円となっております。 

 以上、①から⑤までを合わせました消費的経費の総額は、前年度比６，２１１万

円、１．８％増の３４億２，５３５万２，０００円となっております。 

 続きまして、大きな２番の投資的経費のうち①普通建設事業では、補助事業の中

学校屋内運動場非構造部材耐震工事の終了による減、単独事業の統合小学校校舎増

築事業の増などにより、全体で前年度比３億３，０４３万２，０００円、６３．４％

増の８億５，１６７万円となっております。 

 また②災害復旧事業は、先程目的別歳出予算の１０款で申し上げた内容と同様で

ございます。 

 また、３番の公債費につきましても、同じく前のページの１１款公債費で申し上

げたとおりでございます。 

 次に、４番の積立金は、財政調整基金利子分と今年度当初予算から、ふるさと応

援基金積立金を計上しており、前年度より２５０万円増額の４１０万円としており

ます。 

 次に、７番の繰出金は、介護保険特別会計繰出金、介護給付金分や国民健康保険

特別会計繰出金、保険基盤安定金分、これの繰出金が増額になったことによりまし

て、７９８万３，０００円、２％増の３億９，９５９万４，０００円となっており

ます。 
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 以上、性質別歳出予算の主だったものを申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算につ

いて、４ページで節別を、５ページでは性質別の歳出予算を款ごとに表してござい

ますので、後ほどご参照いただければと思います。 

 それでは、６ページをお願いいたします。ここでは町全体の予算規模についてご

説明申し上げます。 

 左の表では、一般会計を初め全８会計の予算につきまして、前年度予算と比較し

て増減額並びに増減率を記載してございます。８会計の総額は１０９億２，８１５

万５，０００円となりまして、前年度と比較しますと４億４，０００万円、４．２％

の増となっております。 

 また、右の表では一般会計から特別会計や企業会計への繰出金を表したものでご

ざいます。 

 ７会計のうち６会計に繰り出しを行っております。総額は５億８，７５９万４，

０００円となり、前年と比較しますと７９８万３，０００円、１．４％の増となっ

ております。 

 次に、７ページの表では、一般会計における一部事務組合などに対します負担の

状況を前年度と比較して示したものでございます。総額は５億４，４８５万９，０

００円で、９９９万８，０００円、１．９％の増となっております。 

 また、８ページから１０ページにかけましては、一部事務組合の平成２９年度事

業概要となっております。 

 続いて、１１ページから１４ページでは、平成２９年度予算に盛り込みました各

課ごとの主要な事業についての一覧となっておりますので、予算書と併せてご参照

いただきたいと思います。 

 参考資料での説明は以上でございます。 

 続いて、予算書の１ページをお願いいたします。 

 ただ今まで申し上げました関係は、一般会計予算の第１条、歳入歳出予算につい

て申し上げましたが、引き続き、第２条以下についてご説明申し上げます。 

 第２条は地方債でございます。８ページの表をご覧ください。 

 地方自治法の規定により、起こすことが出来る地方債について定めるもので、今

年度借り入れは臨時財政対策債と学校教育施設等整備事業債、統合小学校校舎増築
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事業と学校給食センター建設に向けた中学校整備事業の２件となっております。地

方交付税の減額を補完する意味合いの臨時財政対策債は、２億２，６００万円を予

定しております。 

 なお、平成２９年度末の起債残高の見込みは１２５ページに調書として記載して

ございますので、こちらも後ほどご覧いただければと思います。 

 それでは、再度１ページをお願いいたします。 

 第３条は、一時借入金でございます。これも地方自治法の規定に基づきまして、

年度内において歳計現金に不足が生じた場合、その支払資金の不足を補うため借り

入れの出来る最高額を定めるもので、その額を２億円とする内容でございます。 

 続いて、第４条、こちらは歳出予算の流用でございます。地方自治法第２２０条

第２項、ただし書きの規定によりまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことが出来る場合を規定しております。各項に計上した給料、職員手当及び共済費、

ただし、賃金にかかる共済費は除かれますが、これにかかる予算額に過不足を生じ

た場合において、同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用が出来ると定めてい

るものでございます。 

 以上で、平成２９年度東庄町一般会計予算の内容説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

議長（土屋 進君） 

 町民課長、河津静夫君。 

町民課長（河津静夫君） 

 続きまして、議案第１３号、平成２９年度東庄町国民健康保険特別会計予算につ

いてご説明申し上げます。 

 その前に、恐れ入りますが、予算書の１５４ページをご覧ください。印刷の手違

いによりまして、１５４ページと１５５ページの内容が逆になってしまいましたの

で、おわびして訂正させていただきます。 

 それでは、予算参考資料を使って、概略を説明させていただきます。 

 予算参考資料の１５ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入です。表の一番下のとおり歳入合計は２３億９，４８８万１，００

０円、前年度比７，００９万４，０００円、２．８％の減額予算となっております。 

 右側の円グラフをご覧ください。 
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 歳入の主なものは、国民健康保険税、国庫支出金、前期高齢者交付金及び共同事

業交付金の４項目で、それぞれ２０％を超える構成比で、全体の８３．７％を占め

ている状況です。 

 それでは、左側の表で区分ごとに主なものを説明いたします。 

 １款国民健康保険税は、４億８，７５２万９，０００円で、前年度比３，４７４

万８，０００円、６．７％の減額を見込んでおります。これは、被保険者数の減少

が影響していると推測します。平成２８年４月末、５，０６５人であった被保険者

数が、平成２９年４月には４，７００人となり、７．２％減少する見込みでありま

す。 

 ３款国庫支出金は、５億４，６０５万７，０００円で、前年度比３，８４８万２，

０００円、７．６％の増額を見込んでおります。 

 国庫支出金につきましては、療養給付に対する３２％の国の定率負担分と高額医

療費共同事業及び特定健康診査等負担金並びに財政調整交付金でございます。 

 ４款療養給付費交付金は、１，５０８万１，０００円で、前年度比２，０３８万

５，０００円、５７．５％の減額を見込んでおります。退職医療制度の経過措置も

終わり、平成２７年４月１日から新規取得がなくなったことによるものです。 

 ５款前期高齢者交付金は、４億８，９１０万円で、前年度比４，８０２万１，０

００円、８．９％の減額を見込んでおります。この交付金は、６５歳以上７４歳ま

での前期高齢者の医療費に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、平成

２８年度の実績額を踏まえ、減額としました。 

 ６款県支出金は、１億４，５７９万９，０００円で、前年度比１，２８７万１，

０００円、９．７％の増額を見込んでおります。これは調整交付金や高額医療費に

対する県の負担金で、医療費の増額に伴う県負担分の増額を見込んでいるところで

す。 

 ７款共同事業交付金は、４億８，１３５万３，０００円で、前年度比１，３７２

万６，０００円、２．８％の減額を見込んでおります。これは高額医療費に対する

国保連合会からの交付金で、各市町村が千葉県国民健康保険団体連合会に拠出し、

各市町村の医療費に対し交付されるものであります。 

 ９款繰入金は、２億２，２３９万９，０００円で、前年度比５０６万６，０００

円、２．２％の減額です。要因は、一般会計繰入金のうち基盤安定負担金の減額を
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見込んだことによるものでございます。 

 １１款諸収入につきましては、７４３万円でございます。 

 続きまして、歳出です。 

 予算参考資料の１６ページをご覧ください。歳出の全体構成は右の円グラフのと

おり、保険給付費が全体の５４．９％を占めており、共同事業拠出金２２．２％、

後期高齢者支援金１１．０％。介護納付金４．６％の４項目で全体の９２．７％を

占めているところです。 

 それでは、左の表で区分ごとに主なものをご説明いたします。 

 １款総務費は、３，８７９万円で、前年度比２６３万円、６．３％の減額です。

これは人件費を含む一般管理費及び徴税費等でございます。 

 ２款保険給付費は、１３億１，３８７万７，０００円で、前年度比５３１万３，

０００円、０．４％の減額です。これは診療にかかる療養諸費、高額療養費、出産

育児金等で、平成２８年度の実績見込みをもとに平成２９年度の被保険者数の減少

を考慮して積算しました。 

 ３款後期高齢者支援金は、２億６，４２２万８，０００円で、前年度比４，０６

０万３，０００円、１３．３％の減額です。これは７５歳以上が被保険者である後

期高齢者医療制度において、保険で補う医療給付費の約４割を現役世代が負担する

ための支援金です。 

 ４款前期高齢者納付金は、９６万４，０００円で、前年度比６３万７，０００円

の増額です。これは６５歳から７４歳までの前期高齢者にかかる医療に対する納付

金です。 

 ６款介護納付金１億８８０万円は、前年度比２，９２０万円、２１．２％の減額

を見込みました。これは介護保険制度への納付金で、負担する方は４０歳から６５

歳未満となります。 

 ７款共同事業拠出金は、５億３，１６６万９，０００円で、前年度比４８７万１，

０００円、０．９％の増額となっています。この事業は、保険者の高額な医療によ

る財政負担の緩和を図るもので、財源は各市町村から拠出金と県・国の負担金でま

かなっております。 

 ８款保健事業費は、５，０８８万８，０００円で、前年度比４６万９，０００円、

０．９％の増額を見込んでおります。これは特定健康診査並びに保健衛生にかかる
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人件費及び人間ドック委託料等でございます。 

 ９款積立金は、７，００３万５，０００円で、年度当初、保険税が入るまでの間、

診療報酬支払基金準備基金７，０００万円を取り崩し、保険給付費等の運用資金に

充てるもので、年度末には定期預金利子と併せ、積立をするものでございます。 

 １１款諸支出金は、１，０６０万４，０００円で、前年度の各種事業の清算に伴

う国庫補助金等の返還金が主なものでございます。 

 １２款予備費５００万円は、前年度と同額を計上してございます。 

 以上、歳出の予算額は２３億９，４８８万１，０００円でございます。 

 国民健康保険特別会計予算の説明は以上のとおりです。 

 なお、資料の１７ページは年度別の医療費の推移を記載したものでございますの

で、後ほどご覧いただければと存じます。 

 議案第１４号へ入らせていただきます。 

 続いて、議案第１４号、平成２９年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算につい

てご説明申し上げます。 

 予算参考資料の１８ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療の平成２９年度の予算総額は歳入歳出それぞれ１億４，４００万

９，０００円、対前年度比２１３万７，０００円、１．５％の増額と見込んでおり

ます。歳入からご説明申し上げます。 

 １款保険料９，８５９万９，０００円、前年度比２５０万３，０００円、２．６％

の増額。歳入全体では６８．５％を占めています。増額の主な要因は、後期高齢者

医療制度発足時における緩和措置として実施されてきた保険料軽減措置について、

世代間の公平を保ち、制度の維持性を高めるために見直すことによるものです。 

 次に３款繰入金４，４７１万円は、前年度比３３万９，０００円、０．８％の減

額でございます。これは保険基盤安定にかかる繰入金で、国・県及び町を含んだ額

でございます。 

 ４款繰越金は、節の設定のみでございます。 

 ５款諸収入６８万９，０００円は、前年度より２万７，０００円の減額となって

おります。 

 次に、歳出でございますが、１款総務費１７９万７，０００円は、前年度比５万

２，０００円、２．８％の減額でございます。システム関係などの一般管理費及び
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徴税費の経費を見込んでおります。 

 ２款納付金は、１億４，１７６万１，０００円、前年度比２０６万９，０００円、

１．５％の増額でございます。これは千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付

金で、歳入における保険料及び基盤安定にかかる繰入金を合わせた額でございます。 

 ３款諸支出金２５万１，０００円、前年度比１２万円の増額でございます。過誤

の還付金及び国庫返還金等でございます 

 ４款予備費につきましては、２０万円を計上いたしました。 

 後期高齢者医療特別会計の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（土屋 進君） 

 ここで暫時休憩とします。再開は１１時１５分からとします。 

（午前１１時０５分 休憩） 

（午前１１時１５分 再開） 

議長（土屋 進君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 まちづくり課長、大後修司君。 

まちづくり課長（大後修司君） 

 それでは、議案第１５号、平成２９年度東庄町食肉センター特別会計予算につい

て、ご説明いたします。 

 予算参考資料の１９ページをお願いいたします。 

 平成２９年度のと畜処理頭数は９万１，０００頭を見込み、平成２８年度と比較

して１，０００頭増の事業費を見込んでおります。これについては、養豚農家の経

営努力による安定出荷総数を見込むものでございます。 

 それでは、歳入よりご説明いたします。 

 項目１の営業収益、①解体処理施設使用料は、１頭あたり９１８円で、９万１，

０００頭を見込みまして８，３５３万８，０００円、②冷蔵庫使用料は、１頭あた

り１日９７円２０銭、平均使用日数を１．４日といたしまして、９万４９０頭を見

込み、１，２３１万３，０００円、③ボイル室使用料は、１頭あたり９７円２０銭

で、８万１，９００頭を見込み、７９６万円を計上しております。 

 料金収入といたしまして、１億３８１万１，０００円を見込んでおり、平成２８

年度と比較して１１３万９，０００円の増額、率にして１．１％の増となっており
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ます。 

 次に、項目２の繰越金は、１，１３８万６，０００円を見込み、前年度との比較

では６０１万５，０００円の増、率にして１１２％の増となっております。 

 次に、項目３の財産収入ですが、財政調整基金預金利子として１３万３，０００

円を見込み、前年度と比較しまして、３，０００円の増額、率にして２．３％の増

となっております。 

 次に、項目４の諸収入については、歳計現金預金利子及び雑入受け入れ項目とし

て、２，０００円を計上いたしております。 

 歳入合計は１億１，５３３万２，０００円で、前年度と比較して７１５万７，０

００円の増額、率にして６．６％の増となっております。 

 続きまして、歳出をご説明いたします。 

 項目１の営業費用、①委託料ですが、食肉センター施設指定管理者でございます

東庄町食肉センター事業協同組合、平成２９年から３３年度までの５年間、委託す

るもので、そちらに支払う委託料で前年度と同額で８，４００万円を計上しており

ます。②の補助金は、ボイラー設備更新補助金として５５０万円を計上しておりま

す。 

 次に、項目２の積立金ですが、食肉センター特別会計財政調整基金としまして、

１，０００万円を計上いたしております。前年度と比較しまして３００万円の増額、

率にして４２．９％の増となっております。 

 次に、項目３の繰出金ですが、一般会計の繰出金で１，０００万円を計上してお

ります。前年度と同額となっております。 

 項目４の予備費は、３７３万１，０００円となり、前年度と比較しまして１３４

万８，０００円の減額、率にして２６．５％の減となっております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の１億１，５３３万２，０００円とするものでござい

ます。 

 以上で食肉センター特別会計の予算説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

議長（土屋 進君） 

 健康福祉課長、向後喜一朗君。 

健康福祉課長（向後喜一朗君） 
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 それでは、私の方から議案第１６号、平成２９年度東庄町訪問看護ステーション

特別会計予算についてご説明申し上げます。予算参考資料の２０ページをお願いい

たします。初めに、歳入からご説明いたします。 

 １款事業収入は、１，３４４万３，０００円で、右側の円グラフにありますよう

に、歳入全体の６３．６％を占めています。前年度比７０万５，０００円、５．５％

の増を見込んでおります。増額の要因は、利用者の増加による増収を見込んでいる

ものでございます。 

 ２款繰入金は、３１８万９，０００円で、前年度比１４万８，０００円、４．４％

の減と見込んでおります。これは歳入の不足する分を一般会計からの繰入金で補う

ものでございます。 

 ３款繰越金は４５０万円で、前年度と同額で前年度繰越金を見込んでおります。 

 ４款諸収入２，０００円につきましては、歳計金預金利子と雑入を各１，０００

円、計上いたしました。 

 以上、歳入合計は２，１１３万４，０００円、前年度比５５万７，０００円、２．

７％の増となっております。 

 続いて、歳出についてご説明申し上げます。２１ページをご覧いただきたいと存

じます。 

 歳出のほとんどが１款事業費で、２，１０３万４，０００円、右側の円グラフに

ありますように歳出全体の９９．５％を占めております。前年度比５５万７，００

０円、２．７％の増と見込んでおります。事業費のほとんどは正看護職員３名の人

件費でございます。 

 ２款予備費は、前年度と同額の１０万円を計上いたしました。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の２，１１３万４，０００円、前年度比５５万７，

０００円、２．７％の増となっております。 

 なお、下段の表には平成２４年度から平成２８年度１２月までの年度別利用実績

を記載してございます。 

 続きまして、議案第１７号、平成２９年度東庄町介護保険特別会計予算について

ご説明申し上げます。予算参考資料の２２ページをお開きいただきたいと存じます。 

 初めに、歳入からご説明申し上げます。 

 １款保険料につきましては、２億８，９５５万８，０００円、前年度比８９８万
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円、３．２％の増を見込んでおります。これは６５歳以上の第１号被保険者の保険

料でございます。 

 ２款使用料及び手数料２，０００円につきましては、証明手数料及び保険料未納

者への督促手数料を各１，０００円、計上いたしました。 

 ３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款県支出金につきましては、保険給付

及び地域支援事業に要する費用の負担でありまして、介護保険法により負担割合が

定められております。 

 順に申し上げますと、３款国庫支出金が２億９，９６４万２，０００円で、前年

度比２，００５万４，０００円、７．２％の増。 

 ４款支払基金交付金、これは第２号被保険者、４０歳から６４歳までです、の保

険料でありますが、３億５，３７２万４，０００円で、前年度比２，７３８万３，

０００円、８．４％の増。 

 ５款県支出金は１億８，２５４万２，０００円で、前年度比１，２９９万８，０

００円、７．７％の増を見込んでおります。 

 ６款財産収入は４万４，０００円、介護給付費準備基金積立金の定期預金運用に

よる利子収入を見込んでおります。 

 ７款繰入金は、一般会計からの繰入金として１億９，９２９万７，０００円を見

込んでおります。前年度比１，３５３万６，０００円、７．３％の増でございます。 

 一般会計繰入金については、介護給付費、地域支援事業の介護保険法で負担割合

が規定されている歳入分と職員人件費等の繰り入れ分でございます。 

 ８款繰越金につきましては、前年度繰越金として３００万円を計上しております。

前年度比２９９万９，０００円の増でございます。 

 ９款諸収入５１万１，０００円につきましては、高額介護サービス費貸付金元金

収入など、前年度と同額見込んでおります。 

 以上、歳入合計は１３億２，８３２万円、前年度比８，５９６万９，０００円、

６．９％の増となっております。 

 次に、歳出をご説明申し上げます。２３ページをご覧いただきたいと存じます。 

 １款総務費は、４，１８９万６，０００円で、前年度比７１４万９，０００円、

２０．６％の増と見込んでおります。 

 内容は、職員の人件費、電算システムの使用料、介護認定審査会費等が主なもの
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ですが、主な増額の要因としましては、平成２９年度が３年ごとの事業計画策定年

度にあたり、その委託料の印刷費等の経費によるものでございます。 

 ２款保険給付費は、１２億２，２９７万６，０００円。右側の円グラフにありま

すように、歳出全体の９２．１％を占めており、前年度比６，９２４万６，０００

円、６．０％の増を見込んでおります。 

 主な内容は、要介護１から５の方が利用する訪問介護、通所介護などの居宅サー

ビスと特別養護老人ホーム、療養病床などの施設サービス、要支援１、２の方が利

用する各種介護予防サービスなどの費用負担でございます。 

 ３款地域支援事業費につきましては、４，９７６万９，０００円、前年度比２，

９６１万２，０００円、１４６．９％の増を見込みました。主な内容は平成２９年

度からの制度改正により、これまで２款保険給付費の対象となっていました介護予

防通所介護と介護予防訪問介護の給付費、更に介護予防サービス計画費の一部が３

款の地域支援事業費に移行したことによる大幅な増でございます。 

 また、例年どおりげんき教室やはつらつ教室などの介護予防事業や寝たきり老人

等紙おむつ支給事業などの任意事業も継続して実施してまいります。 

 ４款公債費１，０００円につきましては、一時借入金利子分を前年度と同額見込

んでおります。 

 ５款諸支出金、１，３１７万８，０００円につきましては、前年度比２，００３

万８，０００円、６０．３％の減を見込んでおります。減額の要因は、介護給付費

準備基金積立金が減少したことによるものでございます。 

 ６款予備費については、前年度と同額の５０万円を計上いたしました。 

 以上、歳出合計は歳入と同額の１３億２，８３２万円、前年度比８，５９６万９，

０００円、６．９％の増となっております。 

 なお、２４ページにつきましては、平成２４年度から平成２８年度１０月末まで

の第１号被保険者数、要介護、要支援認定者数、居宅介護及び施設介護別に各サー

ビスの受給者数を記載しております。 

 増加傾向にございますが、内容につきましては、後ほどご覧いただきたいと存じ

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（土屋 進君） 
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 まちづくり課長、大後修司君。 

まちづくり課長（大後修司君） 

 それでは、議案第１８号、平成２９年度東庄町水道事業会計予算についてご説明

する前に、予算書の訂正をお願いいたします。 

 予算書の２３７、２３８ページでございます。収入・支出が反対に計上されてお

りまして、２３７ページを２３８ページに、２３８ページを２３７ページに訂正を

お願いいたします。 

 それでは予算の方の説明をさせていただきます。予算参考資料の２５ページをお

願いいたします。 

 初めに、平成２９年度水道事業の業務の予定量についてでございます。年度末給

水戸数が４，０６０戸、年間総給水量が１４４万立方メートル、一日平均給水量が

３，９４５立方メートル、普及率が８４．５％を見込みまして予算編成しておりま

す。 

 次に、右上の水道事業会計予算状況をご覧いただきたいと思います。 

 収益的収入及び支出予算の収入では、４億４，０５３万７，０００円、支出では

３億９，３６９万５，０００円、収支差し引きで４，６８４万２，０００円の純利

益となっております。 

 次に、表と円グラフをご覧いただきたいと思います。収益的収入のうち営業収益

では３億４，９７１万円で、前年度と同額でございます。給水収益が３億４，２０

０万円で、全体の７７．６％を占めております。 

 また、営業外収益では９，０８２万７，０００円で、前年度と比較し３万１，０

００円の減となっております。 

 一般会計補助金５，０００万円、県補助金３，０００万円につきましては、前年

度と同額でございます。 

 次に、収益的支出のうち営業費用は３億８，６０６万円で、前年度と比較し５７

２万６，０００円の増、率にして１．５％の増となっております。この内容でござ

いますが、受水費が２億５，５００万円で、前年度と同額で全体の６４．８％を占

めております。 

 減価償却については５，５１９万２，０００円で、１９万８，０００円の増、人

件費につきましては３，３１２万３，０００円で、５１万２，０００円の増となっ
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ております。 

 その他、営業費用につきましては、４，２７４万５，０００円で、前年度と比較

して５０１万６，０００円の増となっており、検満メーター取り替え委託料の増、

新堀配水場に設置されております現在未使用の圧力タンク撤去工事等に伴う修繕費

の増となっております。 

 次に、営業外費用は７４３万４，０００円で、前年度と比較して１７万１，００

０円の減、率で２．２％の減となっております。この内容につきましては、企業債

の支払利息の減少によるものでございます。 

 続きまして、２６ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出の予算についてご説明申し上げます。 

 資本的収入につきましては、収入はございません。支出につきましては、３，９

７１万８，０００円で、この収支不足額は消費税等収支調整額２２３万４，０００

円、過年度分損益勘定留保資金３，７４８万４，０００円で補填するものでござい

ます。 

 次に、下のグラフをご覧いただきたいと思います。 

 資本的支出の内訳でございますが、建設改良費が１，８８１万２，０００円で、

全体の４７．４％を占めております。 

 内容につきましては、新堀配水場低区配水池設計委託料等で１，３０２万円、配

水管切回し工事で４００万円、夏目減圧井用地取得費等で１７９万２，０００円を

計上いたしております。 

 固定資産取得費１，３６０万円につきましては、仕切弁設置工事で５００万円、

小南配水場追塩装置設置工事で８００万円を計上いたしております。 

 企業債償還金７３０万６，０００円につきましては、企業債の元金の償還金でご

ざいます。 

 以上で平成２９年度東庄町水道事業会計予算についての説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

議長（土屋 進君） 

 病院事務長、海上孝君。 

病院事務長（海上 孝君） 

 それでは、議案第１９号、平成２９年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予



－110－ 

算について内容をご説明申し上げます。 

 予算参考資料の２７ページをお願いいたします。 

 最初に業務の予定量ですが、病床数は８０床、年間診療日数は、入院が３６５日、

外来が２６８日を予定しております。 

 年間患者数は、入院が２万１，５３５人（１日平均５９人）、前年度と比較して

１，０９５人、５．４％の増。外来は３万１８４人（１日平均１１２．６人）、前

年度と比較して１２４人、０．４％の増を見込んでおります。 

 以上の業務予定量に基づき、平成２９年度の収益的収支の予算編成をしておりま

す。 

 初めに、収益的収入ですが、医業収益は１０億４，２８０万６，０００円、前年

度比１，８１８万４，０００円、１．８％の増を見込んでおります。 

 医業収益の内訳ですが、入院収益は２億１，８８５万４，０００円、前年度比１，

２７１万円、６．２％の増。外来収益は５億３，４２８万４，０００円、前年度比

１，０９６万４，０００円、２．１％の増。質料差額、各種健診・予防接種・一般

会計負担金などのその他医業収益は７，２９５万３，０００円、前年度比５１２万

６，０００円、７．６％の増。 

 介護保険事業収益は、２億１，６７１万５，０００円、前年度比１，０６１万６，

０００円、４．７％の減となります。 

 次に、医業外収益ですが、１億２，５６０万円、前年度比６０万６，０００円、

０．５％の増を見込んでおります。 

 医業外収益の内訳ですが、一般会計からの負担金交付金は、８，２５７万１，０

００円、前年度比２９２万３，０００円、３．４％の減、長期前受金戻入金は４，

１００万５，０００円、前年度比３４２万８，０００円、９．１％の増。その他、

医業外収益等は２０２万４，０００円、前年度比１０万１，０００円、５．３％の

増となります。特別利益については、前年度と同額の１０万円を見込んでおります。 

 医業収益、医業外収益、特別利益を合わせました収益的収入は、１１億６，８５

０万６，０００円、前年度比１，８７９万円、１．６％の増を見込んでおります。 

 続いて、収益的支出ですが、医業費用は１１億３，５６５万７，０００円、前年

度比１，９８５万１，０００円、１．８％の増を見込んでおります。 

 医業費用の内訳ですが、職員４７名分の給料及び手当、臨時職員２５名分及び常
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勤医師の賃金等の給与費は４億８，４３８万７，０００円、前年度比２７１万９，

０００円、０．６％の減。薬品費、診療材料費等の材料費は、４億１，２３１万６，

０００円、前年度比３，６１２万６，０００円、９．６％の増。光熱水費・修繕費・

賃借料・委託料等の経費は、１億７，２５４万６，０００円、前年度比５７０万３，

０００円、３．２％の減。減価償却費は６，２８３万８，０００円、前年度比７８

５万３，０００円、１１．１％の減。その他医業費用は３５７万円で、前年度と同

額となります。 

 次に、医業外費用ですが、２，５３１万円、前年度比１２６万９，０００円、４．

８％の減を見込んでおります。 

 医業外費用の内訳ですが、企業債利息等の支払利息は、２，０１０万２，０００

円、前年度比１５６万２，０００円、７．２％の減、その他医業外費用等は５２０

万８，０００円、前年度比２９万３，０００円、６．０％の増となります。 

 特別損失は前年度と同額の１０万円を見込んでおります。 

 予備費については、前年度と同額の２００万円を見込んでおります。 

 医業費用、医業外費用、特別損失、予備費を合わせました収益的支出は、１１億

６，３０６万７，０００円、前年度比１，８５８万２，０００円、１．６％の増を

見込んでおります。 

 以上のように収益的収支は、収益的収入が１１億６，８５０万６，０００円、収

益的支出が１１億６，３０６万７，０００円で、収支差引５４３万９，０００円の

黒字の予算編成となっております。 

 右側の円グラフでございますが、ただ今説明しました収益的収入・支出について、

内訳の構成割合を表したものでございます。収益的収入では、入院収益、外来収益、

介護保険事業収益で８３％を占めております。 

 また、収益的支出では、給与費、材料費、経費で全体の９２％を占めております。 

 続いて、２８ページをお願いいたします。 

 資本的収支の予算ですが、資本的収入は、３，２７０万１，０００円で、前年度

比３，７３０万１，０００円の減、資本的支出は９，７９９万９，０００円で、前

年度比２，２７９万５，０００円の減を見込んでおります。収支差引で６，５２９

万８，０００円の不足となっておりますが、この不足額につきましては、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５万２，０００円と、過年度分損益勘定
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留保資金６，４９４万６，０００円で補填するものでございます。 

 次に、下の棒グラフでございますが、資本的収支の構成割合を示しております。 

 最初に、資本的収入では、一般会計からの出資金は３，２７０万円で、１００％

となっております。 

 続いて、資本的支出ですが、建設改良費が３，４８２万８，０００円で、３５．

５％、企業債償還金が６，３１７万１，０００円で、６４．５％となっております。 

 主な建設改良費ですが、器具備品購入費といたしまして、電子内視鏡システム、

大腸及び上部消化管ビデオスコープ、介護保険事業システムを予定しております。 

 また、工事費としてナースコール設備の更新工事を予定しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（土屋 進君） 

 提案理由の説明が終わりました。ただ今議題となっております議案第１２号から

議案第１９号までについては、会議規則第３８条第１項の規定により、お手元の付

託表のとおり所管の常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第９、休会の件を議題とします。お諮りします。委員会審査等のため、３月

８日から１６日までの９日間を休会としたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（土屋 進君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、３月８日から１６日までの９日間を休会とすることに決定しました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。３月１７日の会議は議事の都合により

午後２時３０分に繰り下げて開くことにします。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

（午前１１時５０分 散会） 


